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医 第 30278－ 23 号 

令和 5 年 10 月 23 日 

 

各 助 産 所 管 理 者 

各 施 術 所 管 理 者  様 

各歯科技工所管理者 

 

群馬県健康福祉部医務課長 佐藤 貴彦 

 

令和５年度物価高騰対策に取り組む医療機関・薬局等支援給付金 

（ＤＸ等を活用した物価高騰対策支援金）の実施について 

 

 平素より、本県の保健医療行政の推進に多大なる御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

 さて、医療機関等は、診療報酬など公定価格で運営されており、今般の物価高騰の影響を価格転嫁で

きず厳しい経営状況となっています。 

こうした施設の物価高騰対策を支援するため、標記事業を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 事業概要（詳細は群馬県ホームページをご覧ください。） 

（１）内  容  主とした収益が診療報酬などの公定価格であり、物価高騰の影響を価格転嫁できず、

厳しい経営状況となっている施設や事業所に対し、物価高騰対策の取組を支援するこ

とを目的に支援金を支給する。 

（２）対 象 者  県内に所在する助産所、施術所、歯科技工所 

（３）支 給 額  42,000円／施設 

（４）申請期間  令和 5年 11月 1日（水）～令和 5年 11月 30日（木） 

（５）申請方法  オンライン申請による（ぐんま電子申請受付システム） 

 

２ 県ホームページ 

本事業に関する情報（申請フォームへのリンクを含む。）は以下のページに掲載してあります。 

[Ｕ  Ｒ  Ｌ]： https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/608088.html 

[アクセス方法]： 群馬県のホームページ（トップページ） 

＞補助金等の情報 

＞令和 5年度物価高騰対策に取り組む医療機関・薬局

等支援給付金について 

 

３ 問い合わせ先 

 申請方法等についての問い合わせは、以下のコールセンターにお問い合わせください。 

名 称： 群馬県医療・介護・福祉施設に対する物価高騰支援給付金事務局 

電話番号： ０５０―３６６２―５７５６ 

受付時間： ９時００分から１７時００分まで（平日のみ） 

 

 

担当： 

医務課医療指導係 伊関、宮原、佐藤(哲) 

https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/608088.html

